
平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

二

八

三

号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
二
八
三
号

平
成
二
十
九
年
五
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
公
職
選
挙
の
妨
害
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
公
職
選
挙
の
妨
害
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
等
を
含
む
御
指
摘

の
与
件
の
み
に
基
づ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
当
選
を
得
さ
せ
な
い
た
め
の
活
動
に
使
用
す
る
文
書
図
画

を
頒
布
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
が
、
当
該
文
書
図
画
に
係
る
電
気
通
信
の
受
信
を
す
る
者
が
使
用

す
る
通
信
端
末
機
器
の
映
像
面
に
正
し
く
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
百
四
十
二
条

の
五
第
一
項
）
。
ま
た
、
交
通
若
し
く
は
集
会
の
便
を
妨
げ
、
演
説
を
妨
害
し
、
又
は
文
書
図
画
を
毀
棄
し
、
そ
の
他
偽
計

詐
術
等
不
正
の
方
法
を
も
っ
て
選
挙
の
自
由
を
妨
害
し
た
者
は
、
四
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
二
百
二
十
五
条
第
二
号
）
ほ
か
、
当
選
を
得
さ
せ
な
い
目
的
を
も
っ
て
公
職
の

候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
し
虚
偽
の
事
項
を
公
に
し
、
又
は
事
実
を
ゆ
が
め
て
公
に
し
た
者

は
、
四
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
（
同
法
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
）
、
当
選
を
得
若
し

く
は
得
し
め
又
は
得
し
め
な
い
目
的
を
も
っ
て
真
実
に
反
す
る
氏
名
、
名
称
又
は
身
分
の
表
示
を
し
て
郵
便
等
、
電
報
、
電

一



話
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
通
信
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
禁
錮
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
二
百
三
十
五
条
の
五
）
。
さ
ら
に
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
行
っ
た

者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
十
一
条
）
。

二
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
に
「
「
混
乱
と
誤
報
を
生
み
出
す
た
め
」
、
偽
の
文
書
と
本
物
の
文
書
を
混
ぜ
て
公
開
さ
れ
た
場
合
」
に

つ
い
て
は
、
公
職
の
候
補
者
等
（
公
職
の
候
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
（
同
法
第
八
十
六

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

（
同
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
当
該
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
管
理
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
対
し
て
そ
の
削
除
を
要
請
し
、

さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
、
裁
判
所
に
仮
処
分
の
申
立
て
を
行
う
と
い
っ
た
対
応
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

場
合
に
関
連
し
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
の
速
や
か
な
対
応
に
資
す
る
よ
う
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の

二



制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
の
二
に
お
い
て
は
、
選
挙
運

動
の
期
間
中
に
頒
布
さ
れ
た
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
文
書
図
画
が
公
職
選
挙
法
第
百
四
十
二
条
の
五
第
一
項
の
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
の
表
示
義
務
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
、
自
己
の
名
誉
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
公
職
の
候
補
者
等
の
申

出
を
受
け
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
が
当
該
情
報
を
削
除
し
た
こ
と
に
よ
り
情
報
の
発
信
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
の
責
め

に
任
じ
な
い
も
の
と
す
る
等
の
特
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
与
件
の
み
に
基
づ
い
て
一
概

に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
公
職
選
挙
法
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
百
二
条
か
ら
第
二
百
四

条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
選
挙
の
効
力
に
関
し
異
議
の
申
出
、
審
査
の
申
立
て
又
は
訴
訟
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
選
挙
管

理
委
員
会
又
は
裁
判
所
は
、
そ
の
選
挙
の
全
部
又
は
一
部
の
無
効
を
決
定
し
、
裁
決
し
又
は
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
（
同
法
第
二
百
五
条
第
一
項
）
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

三



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
四
に
つ
い
て
及
び
二
、
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
よ
う
に
、
法
令
上
の
規
定
が

存
在
し
て
い
る
ほ
か
、
政
府
と
し
て
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
を
通
じ
て
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
を
今
後
と
も
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四


